
  １．名   称  小田部校区 親善壮年ソフトボ－ル大会 

  2．目   的  ソフトボ－ルを通じて、校区内住民のお互いの親睦と融和を図り健康と

 体力づくりを目的とする

 ※早良区大会（9月３日又は予備日１０日）の予選会を兼ねています

  3．主   催  小田部校区自治協議会 

      運   営  体育振興会

  4．協   力  校区町内会連合会、小田部公民館、スポーツ推進委員

  5．開 催 日  令和５年６月４日（日）    【 雨天の場合は中止（延期なし） 】

 ※雨天中止の際は当日７：００までに連絡します

 ※雨天中止時の早良区大会出場チーム選考は別途、ご相談いたします

  6．開 会 式  午前 ０８ 時 ００ 分 （小田部小学校 校庭）　※体育委員は７：００集合

      試合開始  午前 ０８ 時 ３０ 分

  7．会   場  Ａ パ－ト - 小田部小学校  ・  Ｂ パ－ト - 原北中学校

 ※複数チームが参加する町内は同一パートとする

  8．チ－ム編成 【年齢とゼッケンの色分け】※年齢は令和６年３月３１日現在とする　

 年 令 区 分 選手数  ゼッケン

  ３１～３９才 ４名まで 白

   ４０才以上 ５名以上 緑

 ※監督者会議の際に、各町の予定参加チーム数を確認しますが、

 　　選手名簿の提出をもって参加チームの 終確定とします。

 ※選手名簿は５月２８日（日）１７時までに公民館の体振ボックスへ提出のこと（メールでも可）

特別規定　  ①選手登録は、無制限とする

 ②白（31～39才）は４名を限度とし、緑（40才以上）は 高９名までとする

 ③投手は、４０才以上とする

 ④女性の参加について

　 　女性参加チームはオープン参加とする　

 　　女性は３１歳以上とし、ゼッケンは白・緑のどちらでも構わない

 　　女性参加チームが優勝の場合は準優勝チームが早良区大会参加とする

 ⑤メンバー表の提出は不要とする（2022年度より）

 ⑥町内でメンバーが揃わない時は連合チーム（オープン参加）を認める（団地は連合可）

  9． 審   判  各町体育委員、及びソフトボ－ル経験者

 主審はボランティアとする（経験者のご協力をお願いします）

 塁審は試合が終わったチームから各３名を選出のこと（主審、1･2･3塁審、ﾎﾞｰﾙﾎﾞｰｲ2名）

 ※第一試合は 終試合のチームが審判を行います

 ※決勝戦は本部メンバーが審判を行います

令和５年 小田部校区 親善壮年ソフトボ－ル大会 

《  実   施   要   領  》  

※コロナ感染症の状況により、一部変更を行うことがあります



 10．表   彰  優勝チ－ム、及び準優勝チ－ム

 ※優勝チームは早良区大会へ出場とし、辞退の際は準優勝チームが繰り上がります

 11. 試合形式  A・Bの２パ－トに分け、リンク・リ－グ方式とする

 ※組合せは本部に一任とする

 予選で１チ－ム２試合を行い、勝率と得失点差でパート優勝を決定する

 勝率、得失点差が同じ場合は、９人でのジャンケンで、５人勝ち先取で

 パート優勝者を決定する

 A・Bパート優勝者同士の決勝戦を原北中学校で行う

 12. イニングと試合時間  １試合は5回まで、もしくは4０分の時間制限とする

 時間制限を迎えた場合は、その時点のプレーをもって試合終了とする

 13. コ－ルドゲ－ム  ３回を終わって１０点以上の差がある場合は、コ－ルドゲ－ムを採用する

 14-1. 延長戦（予選）  予選は引き分けありとし、延長戦は行わない

 14-2．延長戦（決勝戦）  決勝戦は５回、もしくは４０分の時間制限で終了し、同点の場合は、１回を限度として

 タイブレーク方式で勝敗を決する

 この方式でなお同点の場合は、９人でのジャンケンで、５人勝ち先取で決定する

 15. タイブレ－ク  １死で、ランナ－を１・３塁に置いて攻撃を行う

 16. リエントリー  先発メンバーは選手交代を行ったのち一度に限り再出場することができる

 17. ル － ル  ２０２３年度オフィシャルル－ルを採用する

 但し、別途に特別ル－ルを監督者会議により決めることができ、

 それを公式ルールに優先させる

 18. 注意事項  ①審判の判定に従い、親善を基本に考え、試合進行に協力をお願いします

 ②ゼッケンは、Ｂ５用紙大の布に町名を記入し、胸につける（ビブスに白緑の目印でも可）

 ③怪我（危険）防止の為、長ズボン・帽子着用をお願いします

 ④金具スパイクは使用禁止とします（ポイントスパイクは使用可）

 ⑤試合前のメンバー表の提出は不要です（2022年度より）

 ⑥開会式及び閉会式には、各町監督・選手全員参加すること

 ⑦事故の場合、主催者側で応急処置を施しますが、

 　　その後の通院等は各自立替負担とします

 ⑧主催者側で１日スポ－ツ保険に一括加入します

 　　その為にも、期日までの参加者名簿の提出にご協力ください

 ⑨飲食後の後片付けは、各町各自で責任を持って行ってください

 　　校庭は子供達の学習の場です。使用後はきれいにしましょう

 ⑩各町で消毒剤等をご準備ください

 ⑪ﾊﾞｯﾀｰ用ﾍﾙﾒｯﾄとｷｬｯﾁｬｰ用防具の貸出が可能です。必要な町内はご相談ください

 　　※消毒の上、返却をお願いいたします

 ⑫練習について

 　　小学校の校庭利用は各町の責任（自己判断）で行うこととします

 　　中央公園は利用可（土・日の15:00～19:00）

 　　中央公園はフリーバッティング不可です。また、「練習中」の貼り紙を掲示してください

 　 “校内全面禁煙 ”     “ 来た時よりも　よりきれいに ”


